
令和８年 承認第１号

  臨時代理の承認について

   みよし市任期付市費負担教員の給与等に関する規則の一部改正について

教育長に対する事務委任規則（昭和６０年三好町教育委員会規則第３号、以下

「事務委任規則」という。）第３条により別紙の通り臨時代理したので、事務委任

規則第４条により報告し、承認を求める。

  令和８年１月１５日提出

                       みよし市教育委員会

                        教育長 増 岡 潤一郎



臨 時 代 理 書

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法及び教育公務

員特例法の一部改正に伴い、次のとおり規則を改正することについて、緊急を要

し、かつ、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないので、事務委任規則第

３条の規定により、臨時に代理する。

  令和７年１２月２２日

  みよし市教育委員会

                        教育長 増 岡 潤一郎

１ 臨時代理の内容

  みよし市任期付市費負担教員の給与等に関する規則の一部改正について

２ 提出議案

  別紙のとおり



みよし市任期付市費負担教員の給与等に関する規則の一部を改正する規則

【趣 旨】 １ 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（以下「給特法」という。）及び教育公務員特例法の一部改正（令和７年６月１８日公布、令和８年１月１

日施行。）に伴い、教職調整額の基準となる額について給料月額の４％から１０％へ段階的に引上げられること及び義務教育等教員特別手当の支給額について校務類型（文部

科学省令で定める基準を参酌して条例で定める校務の種類）に係る業務の困難性等を考慮して条例で定めるとされたことに伴い、任期付市費負担教員の教職調整額及び義務

教育等教員特別手当に関し、必要な改正を行う。

      ２ みよし市任期付市費負担教員の任用、給与等に関する条例（以下「条例」という。）第１５条第２項の規定により、教職調整額は、県費負担教員に準じて定めることとされ

ており、令和７年１０月愛知県人事院勧告において、教職調整額について給特法の一部改正後の規定に準じて改正することが示されたため、任期付市費負担教員の教職調整

額についても同様とする。また、条例第９条第２項及び第１３条第２項の規定により、教員特殊業務手当及び義務教育等教員特別手当についても、県費負担教員の例により

及び県費負担教員に準じて定めることとされており、愛知県の支給内容と同様とする。

【内 容】 １ 教員特殊業務手当に関する規定を改める。（第４条関係）

       （１）学校の管理下において緊急的に行う業務で、週休日等に従事した場合の従事時間に係る支給要件を、「終日に及ぶ程度のもの」から「４時間程度」に改める。

       （２）対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導の業務で、週休日等に行うものの従事時間に係る支給要件の「終日に及ぶ程度」について、「日中８時間程度」

と明確化する。

       （３）学校の管理下において緊急的に行う業務で、児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務及び児童又は生徒に対する補導の業務に係る手当の額を、「７，５００円」か

ら「８，０００円」に改める。

２ 義務教育等教員特別手当に関する規定を改める。（第５条関係、別表関係）

（１）学級を担任する校務の種類を規定する。

（２）条例第１３条第２項第１号に掲げる校務を分掌する市費負担教員である場合は３，０００円を加算するとする規定を加える。

（３）別表を愛知県と同様とする。

３ 教職調整額に関する規定を改める。（第６条関係）

         「１００分の４」を「１００分の１０」に改める。

       ４ 教職調整額の段階的引上げに関する規定を設ける。（附則第２項関係）

         次の表の左欄に掲げる期間における第６条第１項の規定の適用については、同項中「１００分の１０」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和８年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の５

令和９年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の６

令和１０年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の７

令和１１年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の８

令和１２年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の９

【施行期日】 令和８年１月１日



【参  考】公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法一部改正新旧対照表（抜粋）
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   みよし市任期付市費負担教員の給与等に関する規則の一部を改正する規則

みよし市任期付市費負担教員の給与等に関する規則（平成２２年みよし市教育委員会規

則第９号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項第１号ア中「終日に及ぶ」を「４時間」に改め、同項第３号中「終日に及

ぶ」を「日中８時間」に改め、同条第２項第２号中「７，５００円」を「８，０００円」

に改める。

第５条第１項に次のただし書を加える。

  ただし、条例第１３条第２項第１号に掲げる校務を分掌する市費負担教員に係る義務

教育等教員特別手当の額は、当該市費負担教員の属する職務の級及びその者の受ける号

給に対応する別表に掲げる額に３，０００円を加算した額とする。

第５条中第２項を第３項とし、第１項を第２項とし、同条に第１項として次の１項を加

える。

条例第１３条第２項第１号に規定する規則で定める校務は、学級経営及び学級におけ

る生活指導又は教科指導を行う校務（学級を担任する者として行うものに限る。）とする。

第６条第１項中「１００分の４」を「１００分の１０」に改める。

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１項を

加える。

（経過措置）

２ 次の表の左欄に掲げる期間における第６条第１項の規定の適用については、同項中

「１００分の１０」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和８年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の５

令和９年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の６

令和１０年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の７

令和１１年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の８

令和１２年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の９

別表を次のように改める。

別表（第５条関係）

職務の級 １級 ２級

号給 手当月額 手当月額



１

円

1,300

円

1,400

２ 1,300 1,400

３ 1,300 1,400

４ 1,300 1,400

５ 1,300 1,600

６ 1,300 1,600

７ 1,300 1,600

８ 1,300 1,600

９ 1,400 1,700

１０ 1,400 1,700

１１ 1,400 1,700

１２ 1,400 1,700

１３ 1,500 1,700

１４ 1,500 1,700

１５ 1,500 1,700

１６ 1,500 1,700

１７ 1,600 1,800

１８ 1,600 1,800

１９ 1,600 1,800

２０ 1,600 1,800

２１ 1,700 1,900

２２ 1,700 1,900

２３ 1,700 1,900

２４ 1,700 1,900

２５ 1,800 2,000

２６ 1,800 2,000

２７ 1,800 2,000

２８ 1,800 2,000



２９ 1,900 2,100

３０ 1,900 2,100

３１ 1,900 2,100

３２ 1,900 2,100

３３ 1,900 2,200

３４ 1,900 2,200

３５ 1,900 2,200

３６ 1,900 2,200

３７ 2,000 2,300

３８ 2,000 2,300

３９ 2,000 2,300

４０ 2,000 2,300

４１ 2,200 2,400

４２ 2,200 2,400

４３ 2,200 2,400

４４ 2,200 2,400

４５ 2,200 2,600

４６ 2,200 2,600

４７ 2,200 2,600

４８ 2,200 2,600

４９ 2,300 2,600

５０ 2,300 2,600

５１ 2,300 2,600

５２ 2,300 2,600

５３ 2,400 2,800

５４ 2,400 2,800

５５ 2,400 2,800

５６ 2,400 2,800

５７ 2,400 3,000

５８ 2,400 3,000



５９ 2,400 3,000

６０ 2,400 3,000

６１ 2,500 3,200

６２ 2,500 3,200

６３ 2,500 3,200

６４ 2,500 3,200

６５ 2,600 3,300

６６ 2,600 3,300

６７ 2,600 3,300

６８ 2,600 3,300

６９ 2,600 3,400

７０ 2,600 3,400

７１ 2,600 3,400

７２ 2,600 3,400

７３ 2,700 3,500

７４ 2,700

７５ 2,700

７６ 2,700

７７ 2,800

７８ 2,800

７９ 2,800

８０ 2,800

８１ 2,800

８２ 2,800

８３ 2,800

８４ 2,800

８５ 2,800

８６ 2,800

８７ 2,800

８８ 2,800



８９ 2,900

９０ 2,900

９１ 2,900

９２ 2,900

９３ 3,000

９４ 3,000

９５ 3,000

９６ 3,000

９７ 3,100

９８ 3,100

９９ 3,100

１００ 3,100

１０１ 3,100

１０２ 3,100

１０３ 3,100

１０４ 3,100

１０５ 3,200

１０６ 3,200

１０７ 3,200

１０８ 3,200

１０９ 3,200

１１０ 3,200

１１１ 3,200

１１２ 3,200

１１３ 3,200

１１４ 3,200

１１５ 3,200

１１６ 3,200

１１７ 3,300

１１８ 3,300



１１９ 3,300

１２０ 3,300

１２１ 3,300

１２２ 3,300

１２３ 3,300

１２４ 3,300

１２５ 3,300

  附 則

この規則は、令和８年１月１日から施行する。



みよし市任期付市費負担教員の給与等に関する規則の一部改正新旧対照表

改正案 現行

（教員特殊業務手当） （教員特殊業務手当）

第4条 教員特殊業務手当は、市費負担教員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。 第4条 同左

(1) 学校の管理下において緊急に行う業務で次に掲げるもの (1) 同左

ア 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は急迫した災害に備える防災若しくは災害直後の復旧の業

務で、週休日等（みよし市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成7年三好町条例第1号。以下「勤務時

間条例」という。）第3条第1項及び第5条に規定する週休日並びに勤務時間条例第10条第1項に規定する休日

をいう。以下同じ。）にあっては従事した時間が４時間程度のもの、その他の日にあっては正規の勤務時間

（勤務時間条例第8条第1項に規定する勤務時間をいう。）以外において教育委員会が定める時間従事したも

の

ア 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は急迫した災害に備える防災若しくは災害直後の復旧の業

務で、週休日等（みよし市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成7年三好町条例第1号。以下「勤務時

間条例」という。）第3条第1項及び第5条に規定する週休日並びに勤務時間条例第10条第1項に規定する休日

をいう。以下同じ。）にあっては従事した時間が終日に及ぶ程度のもの、その他の日にあっては正規の勤務

時間（勤務時間条例第8条第1項に規定する勤務時間をいう。）以外において教育委員会が定める時間従事し

たもの

イ以下 略 イ以下 略

(2) 略 (2) 略

(3) 国、地方公共団体その他の団体が開催する対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導の業務

で、宿泊を要するものにあってはその日において従事した時間が8時間程度であるもの、週休日等に行うもの（宿

泊を要するものを除く。）にあっては従事した時間が日中8時間程度であるもの。

(3) 国、地方公共団体その他の団体が開催する対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導の業務

で、宿泊を要するものにあってはその日において従事した時間が8時間程度であるもの、週休日等に行うもの（宿

泊を要するものを除く。）にあっては従事した時間が終日に及ぶ程度であるもの

(4) 略 (4) 略

2 教員特殊業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 2 同左

(1) 略 (1) 略

(2) 前項第1号イ及びウに掲げる業務 勤務1日につき8,000円 (2) 前項第1号イ及びウに掲げる業務 勤務1日につき7,500円

(3)以下 略 (3)以下 略

3 略 3 略

（義務教育等教員特別手当） （義務教育等教員特別手当）

第5条 条例第13条第2項第1号に規定する規則で定める校務は、学級経営及び学級における生活指導又は教科指導を

行う校務（学級を担任する者として行うものに限る。）とする。

2 義務教育等教員特別手当の額は、市費負担教員の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表に掲げ

る額とする。ただし、条例第13条第2号第1号に掲げる校務を分掌する市費負担教員に係る義務教育等教員特別手

当の額は、当該市費負担教員の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表に掲げる額に3,000円を加

算した額とする。

第5条 義務教育等教員特別手当の額は、市費負担教員の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表に

掲げる額とする。

3 略 2 略

（教職調整額） （教職調整額）

第6条 市費負担教員に、その者の給料月額の100分の10に相当する額の教職調整額を支給する。 第6条 市費負担教員に、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2以下 略 2以下 略

附 則 附 則

（施行期日）

1 略 略
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（経過措置）

2 次の表の左欄に掲げる期間における第6条第1項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和 8年 1月 1日から同年 12月 31日まで 100分の 5
令和 9年 1月 1日から同年 12月 31日まで 100分の 6
令和 10年 1月 1日から同年 12月 31日まで 100分の 7
令和 11年 1月 1日から同年 12月 31日まで 100分の 8
令和 12年 1月 1日から同年 12月 31日まで 100分の 9

別表（第5条関係） 別表（第5条関係）

職務の級 1級 2級

号給 手当月額 手当月額

円 円

1 1,300 1,400

2 1,300 1,400

3 1,300 1,400

4 1,300 1,400

5 1,300 1,600

6 1,300 1,600

7 1,300 1,600

8 1,300 1,600

9 1,400 1,700

10 1,400 1,700

11 1,400 1,700

12 1,400 1,700

13 1,500 1,700

14 1,500 1,700

15 1,500 1,700

16 1,500 1,700

17 1,600 1,800

18 1,600 1,800

19 1,600 1,800

20 1,600 1,800

21 1,700 1,900

22 1,700 1,900

23 1,700 1,900

24 1,700 1,900

25 1,800 2,000

職務の級 1級 2級

号給 給料月額 給料月額

円 円

1 2,000 2,100

2 2,000 2,100

3 2,000 2,100

4 2,000 2,100

5 2,000 2,300

6 2,000 2,300

7 2,000 2,300

8 2,000 2,300

9 2,100 2,400

10 2,100 2,400

11 2,100 2,400

12 2,100 2,400

13 2,200 2,500

14 2,200 2,500

15 2,200 2,500

16 2,200 2,500

17 2,300 2,600

18 2,300 2,600

19 2,300 2,600

20 2,300 2,600

21 2,400 2,800

22 2,400 2,800

23 2,400 2,800

24 2,400 2,800

25 2,600 2,900
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26 1,800 2,000

27 1,800 2,000

28 1,800 2,000

29 1,900 2,100

30 1,900 2,100

31 1,900 2,100

32 1,900 2,100

33 1,900 2,200

34 1,900 2,200

35 1,900 2,200

36 1,900 2,200

37 2,000 2,300

38 2,000 2,300

39 2,000 2,300

40 2,000 2,300

41 2,200 2,400

42 2,200 2,400

43 2,200 2,400

44 2,200 2,400

45 2,200 2,600

46 2,200 2,600

47 2,200 2,600

48 2,200 2,600

49 2,300 2,600

50 2,300 2,600

51 2,300 2,600

52 2,300 2,600

53 2,400 2,800

54 2,400 2,800

55 2,400 2,800

56 2,400 2,800

57 2,400 3,000

58 2,400 3,000

59 2,400 3,000

60 2,400 3,000

61 2,500 3,200

62 2,500 3,200

26 2,600 2,900

27 2,600 2,900

28 2,600 2,900

29 2,700 3,000

30 2,700 3,000

31 2,700 3,000

32 2,700 3,000

33 2,800 3,200

34 2,800 3,200

35 2,800 3,200

36 2,800 3,200

37 2,900 3,300

38 2,900 3,300

39 2,900 3,300

40 2,900 3,300

41 3,100 3,500

42 3,100 3,500

43 3,100 3,500

44 3,100 3,500

45 3,200 3,700

46 3,200 3,700

47 3,200 3,700

48 3,200 3,700

49 3,300 3,800

50 3,300 3,800

51 3,300 3,800

52 3,300 3,800

53 3,400 4,100

54 3,400 4,100

55 3,400 4,100

56 3,400 4,100

57 3,500 4,300

58 3,500 4,300

59 3,500 4,300

60 3,500 4,300

61 3,600 4,500

62 3,600 4,500



みよし市任期付市費負担教員の給与等に関する規則の一部改正新旧対照表

改正案 現行

63 2,500 3,200

64 2,500 3,200

65 2,600 3,300

66 2,600 3,300

67 2,600 3,300

68 2,600 3,300

69 2,600 3,400

70 2,600 3,400

71 2,600 3,400

72 2,600 3,400

73 2,700 3,500

74 2,700

75 2,700

76 2,700

77 2,800

78 2,800

79 2,800

80 2,800

81 2,800

82 2,800

83 2,800

84 2,800

85 2,800

86 2,800

87 2,800

88 2,800

89 2,900

90 2,900

91 2,900

92 2,900

93 3,000

94 3,000

95 3,000

96 3,000

97 3,100

98 3,100

99 3,100

63 3,600 4,500

64 3,600 4,500

65 3,700 4,800

66 3,700 4,800

67 3,700 4,800

68 3,700 4,800

69 3,800 4,900

70 3,800 4,900

71 3,800 4,900

72 3,800 4,900

73 3,900 5,100

74 3,900

75 3,900

76 3,900

77 4,000

78 4,000

79 4,000

80 4,000

81 4,100

82 4,100

83 4,100

84 4,100

85 4,100

86 4,100

87 4,100

88 4,100

89 4,200

90 4,200

91 4,200

92 4,200

93 4,300

94 4,300

95 4,300

96 4,300

97 4,400

98 4,400

99 4,400
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100 3,100

101 3,100

102 3,100

103 3,100

104 3,100

105 3,200

106 3,200

107 3,200

108 3,200

109 3,200

110 3,200

111 3,200

112 3,200

113 3,200

114 3,200

115 3,200

116 3,200

117 3,300

118 3,300

119 3,300

120 3,300

121 3,300

122 3,300

123 3,300

124 3,300

125 3,300

100 4,400

101 4,400

102 4,400

103 4,400

104 4,400

105 4,500

106 4,500

107 4,500

108 4,500

109 4,500

110 4,500

111 4,500

112 4,500

113 4,600

114 4,600

115 4,600

116 4,600

117 4,700

118 4,700

119 4,700

120 4,700

121 4,700

122 4,700

123 4,700

124 4,700

125 4,800


